
第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,000,000,000

計 1,000,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成27年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年６月23日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 354,056,516 同左

東京証券取引所

市場第一部

名古屋証券取引所

市場第一部

完全議決権株

式であり権利

内容に何ら限

定のない当社

における標準

的な株式であ

ります。単元

株式数は100株

であります。

計 354,056,516 同左 － －

 (注) 「提出日現在発行数」欄には、平成27年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 平成21年６月24日定時株主総会決議 

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在

（平成27年５月31日）

新株予約権の数（個） 1,311 1,151

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 131,100 115,100

新株予約権の行使時の払込金額（円） (注)１株当たり 1,492 同左

新株予約権の行使期間
自 平成23年８月１日

至 平成27年７月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格  1,492

資本組入額は会社計算規則

第17条第１項に従い算出さ

れる資本金等増加限度額の

２分の１の金額とし、計算

の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切

り上げるものとする。

同左

新株予約権の行使の条件

1)新株予約権の権利行使は

１個単位とする。

2)新株予約権者は、権利行

使時において、新株予約

権の割当てを受けた時点

に在籍していた会社にお

ける取締役、執行役員ま

たは従業員等の地位にあ

ることを要す。ただし、

新株予約権者が退任また

は退職等により、その地

位を失った日から１年６

か月に限り、新株予約権

を行使することができ

る。

3)新株予約権者が死亡した

場合は、相続人はこれを

行使できないものとす

る。

4)その他の権利行使の条件

は、「平成21年度新株予

約権割当契約書」に定め

るところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取

得については、取締役会の

承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －
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 平成22年６月25日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在

（平成27年５月31日）

新株予約権の数（個） 1,567 1,367

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 156,700 136,700

新株予約権の行使時の払込金額（円） (注)１株当たり 1,375 同左

新株予約権の行使期間
自 平成24年８月１日

至 平成28年７月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格  1,375

資本組入額は会社計算規則

第17条第１項に従い算出さ

れる資本金等増加限度額の

２分の１の金額とし、計算

の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切

り上げるものとする。

同左

新株予約権の行使の条件

1)新株予約権の権利行使は

１個単位とする。

2)新株予約権者は、権利行

使時において、新株予約

権の割当てを受けた時点

に在籍していた会社にお

ける取締役、執行役員ま

たは従業員等の地位にあ

ることを要す。ただし、

新株予約権者が退任また

は退職等により、その地

位を失った日から１年６

か月に限り、新株予約権

を行使することができ

る。

3)新株予約権者が死亡した

場合は、相続人はこれを

行使できないものとす

る。

4)その他の権利行使の条件

は、「平成22年度新株予

約権割当契約書」に定め

るところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取

得については、取締役会の

承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －
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 （注）  新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

 株式分割（または株式併合）の比率

また新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を

行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「１株当た

りの払込金額」を「１株当たりの処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。

上記のほか、新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ

の配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範

囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

平成18年12月19日

（注）
1,603 354,056 2,291 64,936 2,290 154,367

 （注）平成18年12月19日を払込期日とするオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資により、

発行済株式総数が1,603千株、資本金が2,291百万円及び資本準備金が2,290百万円増加しました。

 

（６）【所有者別状況】

平成27年３月31日現在 
 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 

（株） 
政府及び地
方公共団体 

金融機関 金融商品取
引業者 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） - 74 35 739 475 11 27,929 29,263 － 

所有株式数

（単元） 
- 957,154 75,070 1,406,531 794,510 302 296,651 3,530,218 1,034,716 

所有株式数の

割合（％） 
- 27.11 2.13 39.84 22.51 0.01 8.40 100.00 － 

 （注）１．当社所有の自己株式は、「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の欄に、それぞれ21,388単元及び63株

含まれております。

２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ７単

元及び76株含まれております。

 

- 24 -

2015/06/15 18:14:56／H4063361_豊田通商株式会社_有価証券報告書（通常方式）



（７）【大株主の状況】

    平成27年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

トヨタ自動車㈱ 豊田市トヨタ町１番地 76,368 21.57 

㈱豊田自動織機 刈谷市豊田町２丁目１番地 39,365 11.12 

日本マスタートラスト信託銀

行㈱（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 18,484 5.22 

日本トラスティ・サービス信

託銀行㈱（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 14,178 4.00 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 8,098 2.29 

三井住友海上火災保険㈱ 東京都千代田区神田駿河台３丁目９番地 6,000 1.69 

㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 4,249 1.20 

あいおいニッセイ同和損害保

険㈱ 
東京都渋谷区恵比寿１丁目28番１号 4,087 1.15 

東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 4,049 1.14 

STATE STREET BANK AND TRUST 

COMPANY 505223（常任代理人 

㈱みずほ銀行決済営業部） 

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 

U.S.A.（東京都中央区月島４丁目16番13

号） 

3,688 1.04 

計 － 178,570 50.44 
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

2,378,400
－

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準的な株式

完全議決権株式（その他）
普通株式

350,643,400
3,506,434 同上

単元未満株式
普通株式

1,034,716
－ 同上

発行済株式総数 354,056,516 － －

総株主の議決権 － 3,506,434 －

 (注) １．「完全議決権株式（その他）」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が700株含まれております。また、

「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数７個が含まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の株式が63株含まれております。

３．株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有してない株式が69株あります。なお、当該株式数

は「単元未満株式」の欄に含まれております。

 

②【自己株式等】

平成27年３月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

豊田通商㈱
名古屋市中村区名駅

４丁目９番８号
2,138,800 － 2,138,800 0.60

日本合成洗剤㈱
大阪府八尾市跡部南

の町２丁目２番４号
19,900 － 19,900 0.01

第一屋製パン㈱
東京都小平市小川東

町３丁目６番１号
13,500 － 13,500 0.00

播州調味料㈱
兵庫県姫路市野里

948番地
3,400 － 3,400 0.00

KPX Holdings Co.,Ltd. Seoul,Korea － 202,800 202,800 0.06

計 － 2,175,600 202,800 2,378,400 0.67

 (注) 他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

実質株主が外国法人であるため
CBHK-KOREA SECURITIES DEPOSITORY-

SHINHAN INVESTMENT
Seoul,Korea
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（９）【ストックオプション制度の内容】

 当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定

に基づき、新株予約権を無償で発行することにより、当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社関係会社取

締役に対して付与することを平成21年６月24日及び平成22年６月25日開催の定時株主総会において、それぞれ決

議されたものであります。

 当該制度の内容は次の通りです。

決議年月日 平成21年６月24日

付与対象者の区分及び人数（名）

取締役、執行役員 42名

理事・上級経営職 254名

当社関係会社取締役 37名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 1,200,000株を上限とする。

新株予約権の行使時の払込金額

（注）

行使価額は、新株予約権を割当てる日（以下、「割当

日」という。）の属する月の前月各日（取引が成立し

ない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額と

し、１円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額

が割当日前営業日の終値（取引が成立しない場合は、

それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終

値を行使価額とする。

新株予約権の行使期間 平成23年８月１日から平成27年７月31日までとする。

新株予約権の行使の条件

1)新株予約権の権利行使は１個単位とする。

2)新株予約権者は、権利行使時において、新株予約権

の割当てを受けた時点に在籍していた会社における

取締役、執行役員または従業員等の地位にあること

を要す。ただし、新株予約権者が退任または退職等

により、その地位を失った日から１年６か月に限

り、新株予約権を行使することができる。

3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行

使できないものとする。

4)その他の権利行使の条件は、「平成21年度新株予約

権割当契約書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の

承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

 

- 27 -

2015/06/15 18:14:56／H4063361_豊田通商株式会社_有価証券報告書（通常方式）



 

決議年月日 平成22年６月25日

付与対象者の区分及び人数（名）

取締役、執行役員 42名

理事・上級経営職 264名

当社関係会社取締役 29名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 1,200,000株を上限とする。

新株予約権の行使時の払込金額

（注）

行使価額は、新株予約権を割当てる日（以下、「割当

日」という。）の属する月の前月各日（取引が成立し

ない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額と

し、１円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額

が割当日前営業日の終値（取引が成立しない場合は、

それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終

値を行使価額とする。

新株予約権の行使期間 平成24年８月１日から平成28年７月31日までとする。

新株予約権の行使の条件

1)新株予約権の権利行使は１個単位とする。

2)新株予約権者は、権利行使時において、新株予約権

の割当てを受けた時点に在籍していた会社における

取締役、執行役員または従業員等の地位にあること

を要す。ただし、新株予約権者が退任または退職等

により、その地位を失った日から１年６か月に限

り、新株予約権を行使することができる。

3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行

使できないものとする。

4)その他の権利行使の条件は、「平成22年度新株予約

権割当契約書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の

承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）  新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割（または株式併合）の比率

また新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を

行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「１株当た

りの払込金額」を「１株当たりの処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。

上記のほか、新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ

の配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範

囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

- 28 -

2015/06/15 18:14:56／H4063361_豊田通商株式会社_有価証券報告書（通常方式）



２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 16,615 47,292,110

当期間における取得自己株式 2,136 6,890,855

 (注) 当期間における取得自己株式には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式は含めておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式
－ － － －

その他（注）

 ストック・オプションの権利行使によるもの 409,400 770,869,500 36,000 51,372,000

 単元未満株式の買増請求によるもの 402 1,074,703 62 194,370

保有自己株式数 2,138,863 － 2,104,937 －

 (注) 当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの

ストック・オプションの権利行使及び単元未満株式の買増請求による処分株式、並びに単元未満株式の買取請求

による取得株式は含めておりません。
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３【配当政策】

 当社の配当方針については、連結配当性向20％～25％を目処とし、経済環境の変化や投資計画の進捗等を勘案して

柔軟に対処することとしております。

 当事業年度末の配当金については、１株につき28円、中間配当金（１株につき28円）と合わせ、年間では56円とい

たしました。

 また、株主の皆様の配当に対するご期待に応え、安定的継続的な株主還元を実施すべく、平成28年３月期からは、

のれん償却前当期純利益に対する連結配当性向25％を目指してまいります。

 内部留保については、将来にわたる株主利益を確保するため、企業体質の一層の充実、強化並びに今後の事業展開

のための投資に充当いたしたく存じます。

 なお、当社は将来の機動的な利益配分にも対応できるよう「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決

議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、当面は従来どおり、年２回の配当

を継続したいと考えております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当（基準日：毎年３月31日）について

は株主総会、中間配当（基準日：毎年９月30日）については取締役会であります。

 

 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額 （円）

平成26年10月31日

取締役会決議
9,850 28.00

平成27年６月23日

定時株主総会決議
9,853 28.00

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第90期 第91期 第92期 第93期 第94期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

最高（円） 1,654 1,737 2,570 3,175 3,350

最低（円） 1,025 1,178 1,393 2,230 2,374

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成26年10月 平成26年11月 平成26年12月 平成27年１月 平成27年２月 平成27年３月

最高（円） 2,779 2,830 2,877 2,828 3,350 3,345

最低（円） 2,374 2,705 2,572 2,526 2,751 3,160

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５【役員の状況】

男性19名 女性２名 （役員のうち女性の比率9.5％） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（千株） 

取締役会長 

(代表取締役) 
  小澤 哲 昭和24年８月５日生 

 
昭和49年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

平成15年６月 同社常務役員 

平成19年６月 同社専務取締役 

平成22年５月 同社取締役副社長 

平成27年６月 当社取締役会長（現職） 

 (主要な兼職) 

Toyota Tsusho (Taiwan) Co.,ltd.董事長 
 

平成27

年６月

から１

年 

10 

取締役社長 

(代表取締役) 
  加留部 淳 昭和28年７月１日生 

 
昭和51年４月 当社入社 

平成11年６月 当社物流部長 

平成16年６月 当社取締役 

平成18年４月 当社執行役員 

平成20年６月 当社常務執行役員 

平成23年６月 当社取締役社長（現職） 
 

平成27

年６月

から１

年 

41 

取締役副社長 

(代表取締役) 
  浅野 幹雄 昭和27年７月29日生 

 
昭和50年４月 当社入社 

平成10年３月 当社非鉄金属部長 

平成15年６月 当社取締役 

平成18年４月 当社執行役員 

平成19年６月 当社常務取締役 

平成21年６月 当社専務取締役 

平成23年６月 当社取締役副社長（現職） 
 

平成27

年６月

から１

年 

75 

取締役副社長 

(代表取締役) 
  横井 靖彦 昭和29年１月26日生 

 
昭和52年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

平成13年１月 トヨタ自動車㈱海外企画部 

計画室長（部長級） 

平成18年６月 同社常務役員 

平成21年６月 当社専務取締役 

平成24年６月 当社取締役副社長（現職） 
 

平成27

年６月

から１

年 

41 

取締役副社長 

(代表取締役) 
  山際 邦明 昭和29年４月23日生 

 
昭和52年４月 当社入社 

平成12年４月 当社人事部長 

平成15年２月 ㈱トーメン経営企画部長 

平成17年６月 同社取締役 

平成18年４月 当社執行役員 

平成22年６月 当社常務執行役員 

平成23年６月 当社常務取締役 

平成26年６月 

平成27年４月 

当社専務取締役 

当社取締役副社長（現職） 
 

平成27

年６月

から１

年 

46 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（千株） 

専務取締役 金属本部長 白井 琢三 昭和27年９月17日生 

 
昭和52年４月 当社入社 

平成13年３月 当社東京金属部主査（部長級） 

平成17年６月 当社取締役 

平成18年４月 当社執行役員 

平成22年６月 当社常務取締役 

平成26年６月 当社専務取締役（現職） 
 

平成27

年６月

から１

年 

20 

専務取締役 

化学品・エレク

トロニクス本部

長 

松平 惣一郎 昭和29年11月３日生 

 
昭和52年４月 当社入社 

平成12年４月 当社情報電子部長 

平成17年６月 当社取締役 

平成18年４月 当社執行役員 

平成22年６月 当社常務執行役員 

平成24年６月 当社常務取締役 

平成26年６月 当社専務取締役（現職） 
 

平成27

年６月

から１

年 

35 

専務取締役 

機械・エネルギ

ー・プラントプ

ロジェクト本部

長 

蓑輪 信之 昭和28年12月12日生 

 
昭和52年４月 当社入社 

平成12年４月 Toyota Tsusho America,Inc. 

出向（部長級） 

平成19年６月 当社執行役員 

平成23年６月 当社常務執行役員 

平成26年６月 当社専務取締役（現職） 
 

平成27

年６月

から１

年 

31 

専務取締役 自動車本部長 服部 孝 昭和30年１月22日生 

 
昭和53年４月 当社入社 

平成13年３月 Toyota Tsusho (Africa) 

Pty.Ltd.社長（部長級） 

平成18年４月 当社執行役員 

平成23年６月 当社常務執行役員 

平成24年６月 

平成27年４月 

当社常務取締役 

当社専務取締役（現職） 

 (主要な兼職) 

Toyota de Angola S.A.Chairman 

Toyota Kenya Limited Chairman 

Toyota Zambia Limited Chairman 
 

平成27

年６月

から１

年 

29 

専務取締役 

グローバル部

品・ロジスティ

クス本部長 

大井 祐一 昭和29年８月17日生 

 
昭和53年４月 当社入社 

平成13年３月 当社物流部グループリーダー

（部長級） 

平成18年４月 当社執行役員 

平成23年６月 当社常務執行役員 

平成25年６月 

平成27年４月 

当社常務取締役 

当社専務取締役（現職） 
 

平成27

年６月

から１

年 

32 

専務取締役 
食料本部長、 

生活産業本部長 
三浦 芳樹 昭和30年５月７日生 

 
昭和53年４月 当社入社 

平成14年３月 Toyota Tsusho (Australasia) 

Pty.Ltd.社長（部長級） 

平成20年６月 当社執行役員 

平成24年４月 当社常務執行役員 

平成24年６月 

平成27年４月 

当社常務取締役 

当社専務取締役（現職） 
 

平成27

年６月

から１

年 

27 

常務取締役 
コーポレート本

部長 
柳瀬 英喜 昭和31年10月２日生 

 
昭和54年４月 当社入社 

平成13年３月 当社非鉄金属部主査（部長級） 

平成21年６月 当社執行役員 

平成24年４月 当社常務執行役員 

平成25年６月 当社常務取締役（現職） 
 

平成27

年６月

から１

年 

46 

常務取締役 
コーポレート副

本部長 
日髙 俊郎 昭和32年６月８日生 

  
昭和56年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

平成25年４月 同社常務役員 

平成27年４月 当社顧問 

平成27年６月 当社常務取締役（現職） 
 

平成27

年６月

から１

年 

7
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（千株） 

取締役   髙橋 治朗 昭和７年11月20日生 

 
昭和36年４月 名港海運㈱入社 

昭和49年５月 同社取締役業務部長 

昭和52年６月 同社常務取締役 

昭和55年６月 同社専務取締役 

平成元年６月 同社取締役副社長 

平成５年６月 同社代表取締役副社長 

平成７年６月 同社代表取締役社長 

平成13年６月 同社代表取締役会長（現職） 

平成26年６月 当社取締役（現職） 
 

平成27

年６月

から１

年 

－ 

取締役   川口 順子 昭和16年１月14日生 

 
昭和40年４月 通商産業省（現経済産業省） 

入省 

平成２年２月 通商産業省通商政策局経済協力

部長 

平成２年８月 在アメリカ合衆国日本国大使館

公使 

平成４年６月 通商産業大臣官房審議官 

平成５年９月 サントリー㈱常務取締役 

平成12年７月 国務大臣環境庁長官 

平成13年１月 環境大臣 

平成14年２月 外務大臣 

平成16年９月 内閣総理大臣補佐官 

平成17年10月 参議院議員 

平成25年11月 明治大学国際総合研究所特任 

教授（現職） 

平成26年６月 当社取締役（現職） 
 

平成27

年６月

から１

年 

0 

取締役   藤沢 久美 昭和42年３月15日生 

 
平成７年４月 ㈱アイフィス代表取締役 

平成12年６月 ㈱ソフィアバンク取締役 

平成17年４月 法政大学大学院客員教授 

（現職） 

一般社団法人投資信託協会理事

（現職） 

平成18年６月 トレンダーズ㈱監査役 

平成18年７月 シンメトリー・ジャパン㈱ 

取締役（現職） 

平成23年６月 日本証券業協会公益理事 

（現職） 

平成24年２月 ㈱東日本大震災事業者再生支援

機構取締役（現職） 

平成25年６月 ㈱静岡銀行取締役（現職） 

ミュージックセキュリティーズ 

㈱監査役（現職） 

平成25年８月 ㈱ソフィアバンク代表取締役 

（現職） 

平成26年６月 当社取締役（現職） 

㈱サイネックス取締役（現職） 
 

平成27

年６月

から１

年 

－
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（千株） 

常勤監査役   志治 芳弘 昭和30年10月14日生 

 
昭和53年４月 当社入社 

平成13年３月 当社車両部品部長 

平成26年４月 当社理事 

平成26年６月 当社常勤監査役（現職） 
 

平成26

年６月

から４

年 

14 

常勤監査役   塩﨑 泰司 昭和32年５月21日生 

 
昭和55年４月 当社入社 

平成14年３月 当社経営企画部グループリーダ

ー（部長級） 

平成26年４月 当社理事 

平成27年６月 当社常勤監査役（現職） 
 

平成27

年６月

から３

年 

8 

監査役   豊田 鐵郎 昭和20年８月23日生 

 
昭和45年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

平成３年６月 ㈱豊田自動織機製作所取締役 

平成９年６月 同社常務取締役 

平成11年６月 同社専務取締役 

平成14年６月 ㈱豊田自動織機取締役副社長 

平成17年６月 同社取締役社長 

平成20年６月 当社監査役（現職） 

平成25年６月 ㈱豊田自動織機取締役会長 

（現職） 
 

平成24

年６月

から４

年 

4 

監査役   笹津 恭士 昭和19年６月11日生 

 
昭和42年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

平成９年６月 トヨタ自動車㈱取締役 

平成13年６月 同社常務取締役 

平成15年６月 同社専務取締役 

平成17年６月 同社取締役副社長 

平成21年６月 当社監査役（現職） 
 

平成24

年６月

から４

年 

－ 

監査役   田島 和憲 昭和21年12月18日生 

 
昭和46年10月 監査法人伊東会計事務所入所 

昭和63年６月 同所代表社員 

平成12年７月 同所所長 

平成13年１月 中央青山監査法人名古屋 

事務所長 

平成19年８月 あずさ監査法人名古屋事務所長 

平成21年６月 同所退所 

平成21年７月 田島和憲公認会計士事務所長 

（現職） 

平成22年６月 当社監査役（現職） 
 

平成26

年６月

から４

年 

－ 

計 472 

 （注） １．取締役 髙橋治朗、川口順子及び藤沢久美の各氏は、社外取締役であります。

     ２．監査役 豊田鐵郎、笹津恭士及び田島和憲の各氏は、社外監査役であります。

     ３．当社では、全社経営と業務執行の分離により、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図

ることを目的に、平成18年４月より執行役員制度を導入しております。

なお、常務執行役員13名、執行役員は22名です。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

 当社グループは、豊田通商グループ基本理念において、「人・社会・地球との共存共栄をはかり、豊かな社会

づくりに貢献する価値創造企業を目指す」ことを企業理念として掲げ、よき企業市民としてこの理念を適法・適

正に実現するための原則的な行動規範として、「行動指針」を定めております。

 この基本理念にのっとり、「会社の業務の適正を確保する体制」を整備することによって、当社グループ固有

の価値観・信念・日々の行動原則である「豊田通商グループウェイ」を継承・深化させ、顧客視点での価値創造

を推進し、豊田通商グループの社会的使命を果たすことを目的に、「内部統制システム構築の基本方針」を定め

ております。

 この基本方針を基に、さらなる経営の効率化、透明化、遵法の徹底、並びに財務体質の健全化を積極的に推進

してまいります。また、広く当社グループをご理解頂くために、広報・ＩＲ活動の一層の充実を図ってまいりま

す。

① 企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要 

 当社の取締役は16名となっており、うち３名は社外取締役です。取締役の職務執行の監査において監査役制度

を採用し、株主総会で選任された監査役５名によって行われており、そのうち３名は社外監査役であります。 

 また、本部制による連結経営を推進しており、現在営業７本部、コーポレート本部の計８本部の組織編成にな

っております。各本部の本部長は、取締役から選任されており、全社経営と担当本部の職務執行の両面から状況

を把握する役割を担っており、役員会議等により、迅速な情報の伝達と共有を行っております。 

 なお当社は、執行役員制度を導入しており、取締役は全社経営に、執行役員は本部経営に専念することで意思

決定を迅速化し、経営の効率化を図っております。また、全社経営（取締役）と本部における職務執行（執行役

員）の分離によって、取締役会による職務の執行状況の監督機能を強化し、権限と責任の明確化、内部統制の強

化を推進しております。 

 その他、全社横断的な検討課題については、全社横断会議体を設け、取締役及び執行役員によって経営課題毎

に検討し、必要に応じて取締役会に諮っております。 

コーポレート・ガバナンスの体制（平成27年６月現在）
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ロ．企業統治の体制を採用する理由 

 当社は、監査役設置会社体制を基礎としていますが、下記による経営の健全性確保を図るため、現状の体制を

採用しています。 

・社外取締役による専門的・客観的視点を反映した適切な意思決定と経営監督の強化 

・社外監査役による専門的視点・株主視点からの取締役の職務執行の監査・牽制の強化 

・執行役員制度による意思決定の迅速化・効率化 

 

ハ．内部統制システムの整備の状況 

 当社は経営の基本方針その他重要事項を決定する取締役会を毎月開催し、基本的に全取締役及び全監査役が出

席し、取締役間の監視・監督、また監査役による取締役の職務執行の監査を行っております。 

  また、毎月２回副社長以上が出席する副社長会や、毎月１回取締役、執行役員及び常勤監査役が出席する役員

会議において、業務執行に係る報告、情報交換や打ち合わせを定期的に行っております。 

  「企業の社会的責任」への取り組みとしては、「ＣＳＲ推進委員会」を設置し、企業活動全般における企業倫

理面並びに法律面からの取り組みに加え、環境問題、社会貢献活動、安全衛生、人権、メンタルヘルスケア、危

機管理などにつき、重点的に対応・取り組みを進めてまいりました。そうした取り組み内容をとりまとめ毎年Ｃ

ＳＲレポートを発行しております。従業員には、当社の企業理念に基づく行動指針を明示した行動倫理ガイド・

携帯版小冊子等を配布し、周知徹底を図っております。加えて社内及び社外弁護士への相談窓口を設置し、自浄

作用、問題点の早期発見と早期対応がとれる体制を整備しております。 

 

ニ．リスク管理体制の整備の状況 

 リスクマネジメントについては、全社統合リスク管理を行うＥＲＭ部（エンタープライズリスクマネジメント

部）を設置し、当社グループ全体のリスクにつき、各部署・各グループ会社との連携により、連結ベースでのリ

スクマネジメント体制の構築、強化を図っております。具体的には、ＥＲＭ部が各種リスクの情報を一元管理

し、各種リスクの主管部署を通じて管理規程の整備、研修の実施、マニュアルの配布等を行っております。当社

の業務執行との係りにおいて、特に留意を要する投融資リスク、信用リスク、市場リスク、労働安全衛生及び環

境保全に関するリスクについては、管理規程あるいはガイドラインを整備し、リスクの適切な把握と管理を実施

しております。更に、財務系リスクの管理については、リスクアセットの計測を実施し、当社連結ベースでのリ

スクアセット総量とリスク許容量との均衡を図ることに取り組んでおります。 

 なお、ＥＲＭ委員会において、上記に記載のリスクに関する全社的な把握と問題の発見に努め、必要な対策を

推進しております。 

 

② 内部監査及び監査役監査の状況 

 内部監査については、ＥＲＭ部が、当社内部監査規程に則し、社長承認を得た監査方針及び計画に基づいて、

当社及び当社グループ会社を対象に監査を実施し、その結果をＥＲＭ委員会に報告しております。当社監査役と

は毎月会合をもち、監査結果の報告や意見交換を行い、監査の品質向上と効率化に努めております。また、ＥＲ

Ｍ部は内部監査以外に、内部統制に関わる業務も実施しており、監査役とは上記の会合において定期的に意見交

換等を行っております。 

 監査役監査については、株主総会で選任された監査役５名（常勤２名、非常勤社外監査役３名）により構成さ

れる監査役会で承認された監査方針及び計画に基づき、コンプライアンスの対応、リスク管理体制を中心とした

内部統制状況を重点として取締役の職務執行の監査が実施されております。また、会計監査人の監査結果の相当

性についても監査が行われております。 

 なお、社外監査役田島和憲氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有しております。 

 

③ 会計監査の状況

 会計監査については、あらた監査法人を選任しております。同監査法人には通常の会計監査を受けているほ

か、監査人の独立性を損なわない範囲内で経営及び組織的な問題点において、適宜アドバイスを受けておりま

す。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人

業務執行社員  木内 仁志 あらた監査法人

業務執行社員  西川 浩司 あらた監査法人

上記の業務を執行した公認会計士の各氏とも、当社の監査業務を連続して７年を超えて行ってはおりません。

なお、この他当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士21名、その他25名であります。
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④ 社外取締役及び社外監査役

イ．社外取締役及び社外監査役の人数 

 当社の社外取締役は取締役16名中３名、社外監査役は監査役５名中３名であります。 

 

ロ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準 

 当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、選任にあたっ

ては、国内証券取引所が定める独立性に関する諸規定を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、判断しておりま

す。

 

ハ．社外取締役と当社との関係、選任理由、及びその独立性 

氏名 当社との関係 選定理由及び独立性

 

髙橋 治朗 

 

当社の取引先である名港海運㈱の代表

取締役会長を務めておりますが、取引

額は当社の売上高の１％未満であり、

その規模・性質等に照らして、同氏の

独立性に影響を及ぼすものではないと

判断しております。 

名港海運㈱において長年にわたり経営者として活躍

し、また名古屋商工会議所会頭の経験を有しておりま

す。これらの経営全般にわたる豊富な経験と幅広い見

識を当社の経営に反映いただくため、選任しておりま

す。同氏と当社との間の関係は一般株主の利益に相反

する恐れがないと判断し、国内証券取引所の定める独

立役員として指定しています。 

 

川口 順子 

 

取引関係、社外役員の相互就任関係、 

及び寄付関係はありません。 

環境大臣、外務大臣などの要職を歴任し、またサント

リー㈱常務取締役（生活環境部担当）の経験を有して

おります。これらの環境問題や国際的な政治・経済動

向に関する高度な専門的見識を当社の経営に反映いた

だくため、選任しております。同氏と当社との間には

特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める

独立役員として指定しています。 

 

藤沢 久美 

 

取引関係、社外役員の相互就任関係、 

及び寄付関係はありません。 

投資信託評価会社を起業し代表取締役を務めたほか、

㈱ソフィアバンクの設立に参画し現在その代表取締役

を務めております。また経済産業省、金融庁等政府関

係の多くの公職にも就いております。これらの豊富な

経験と幅広い見識を当社の経営に反映いただくため、

選任しております。同氏と当社との間には特別な関係

は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員と

して指定しています。 
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ニ．社外監査役と当社との関係、選任理由、及びその独立性 

氏名 当社との関係 選定理由及び独立性

 

豊田 鐵郎 

 

当社の主要株主である㈱豊田自動織機

の取締役会長に就任しております。当

社と同社の間では様々な営業上の取引

がありますが、価格その他の取引条件

につきましては、個別に交渉の上、一

般取引と同様に決定しております。 

事業上の重要な取引先の役員を兼ねており、当社事業

に対する広い見識と深い理解及び株主視点に立った適

切な取締役の執行監視・牽制をいただくため、選任し

ています。 

 

笹津 恭士 

 

平成17年６月～平成20年６月まで、当

社の主要株主であるトヨタ自動車㈱の

取締役副社長を経験しております。当

社と同社の間では様々な営業上の取引

がありますが、価格その他の取引条件

につきましては、個別に交渉の上、一

般取引と同様に決定しております。 

事業上の重要な取引先の役員を経験しており、当社事

業に対する広い見識と深い理解及び株主視点に立った

適切な取締役の執行監視・牽制をいただくため、選任

しています。 

 

田島 和憲 

 

取引関係、社外役員の相互就任関係、

及び寄付関係はありません。 

公認会計士として会計及び監査に精通されており、そ

の分野における豊富な経験と専門知識から中立的・客

観的な視点で適切な取締役の執行監査・牽制をいただ

くため、選任しております。同氏と当社との間には特

別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独

立役員として指定しています。 

 

ホ．責任限定契約の概要 

 当社は、社外取締役３名及び社外監査役３名との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１

項に定める額を責任の限度としております。 
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⑤ 役員報酬等

イ．役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の額（百万円） 対象となる

役員の員数

（人）基本報酬
 ストック・

オプション
賞与

取締役

(社外取締役を除く。)
908 548 － 359 14

監査役

(社外監査役を除く。)
86 86 － － 3

社外役員 63 63 － － 6

(注) １．上記には、平成26年６月20日開催の第93回定時株主総会終結のときをもって退任した取締役１名及び

     監査役１名を含んでおります。

   ２．平成19年６月26日開催の第86回定時株主総会決議による取締役に対する報酬限度額は月額90百万円であ

     ります。

   ３．平成26年６月20日開催の第93回定時株主総会決議による監査役に対する報酬限度額は月額16百万円であ

     ります。

 

ロ．連結報酬等の総額が１億円以上である者の連結報酬等の総額等

該当者はおりません。 

 

ハ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

  該当者はおりません。

 

ニ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

  取締役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において取締役会より委任された社長が、

 役職別に当期の利益の増減、会社を取巻く経営環境等を総合的に勘案の上、決定しております。

  監査役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において一般情勢・責任等を勘案し、監査

 役会の協議によって決定しております。
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⑥ 株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計

433銘柄 259,458百万円

 

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

  前事業年度(平成26年３月31日)

   特定投資株式

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表
計上額

（百万円）
保有目的

㈱豊田自動織機 15,294,053 75,858 取引関係の維持・強化のため

Ton Yi Industrial Corp. 88,549,987 10,355 取引関係の維持・強化のため

㈱ジェイテクト 5,969,661 9,157 取引関係の維持・強化のため

PT Astra Otoparts Tbk. 236,167,000 8,596 取引関係の維持・強化のため

トヨタ紡織㈱ 4,367,100 4,554 取引関係の維持・強化のため

Indus Motor Company Ltd. 9,825,000 4,154 取引関係の維持・強化のため

Sheng Yu Steel Co.,Ltd. 36,734,988 2,855 取引関係の維持・強化のため

ハウス食品㈱ 1,516,000 2,598 取引関係の維持・強化のため

スズキ㈱ 882,209 2,376 取引関係の維持・強化のため

日野自動車㈱ 1,502,500 2,300 取引関係の維持・強化のため

㈱小糸製作所 1,307,150 2,283 取引関係の維持・強化のため

㈱竹内製作所 816,340 2,148 取引関係の維持・強化のため

ライオン㈱ 3,506,000 2,142 取引関係の維持・強化のため

㈱デンソー 430,067 2,127 取引関係の維持・強化のため

ジオスター㈱ 3,120,000 2,043 取引関係の維持・強化のため

三井製糖㈱ 5,000,000 1,970 取引関係の維持・強化のため

ダイハツ工業㈱ 930,000 1,695 取引関係の維持・強化のため

㈱マキタ 262,603 1,488 取引関係の維持・強化のため

丸一鋼管㈱ 512,279 1,367 取引関係の維持・強化のため

㈱日本触媒 1,116,000 1,360 取引関係の維持・強化のため

アイシン精機㈱ 322,130 1,199 取引関係の維持・強化のため

大豊工業㈱ 1,071,000 1,047 取引関係の維持・強化のため

豊田合成㈱ 484,519 958 取引関係の維持・強化のため

昭和産業㈱ 2,787,000 939 取引関係の維持・強化のため

キムラユニティー㈱ 1,000,000 937 取引関係の維持・強化のため

日本製粉㈱ 1,610,582 909 取引関係の維持・強化のため

㈱淀川製鋼所 2,100,000 896 取引関係の維持・強化のため

フジ日本精糖㈱ 2,459,000 872 取引関係の維持・強化のため

明治ホールディングス㈱ 129,500 843 取引関係の維持・強化のため

Tube Investments of India Limited 2,700,000 841 取引関係の維持・強化のため
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  当事業年度(平成27年３月31日)

   特定投資株式

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表
計上額

（百万円）
保有目的

㈱豊田自動織機 15,294,053 105,223 取引関係の維持・強化のため

Indus Motor Company Ltd. 9,825,000 11,867 取引関係の維持・強化のため

㈱ジェイテクト 5,969,661 11,199 取引関係の維持・強化のため

PT Astra Otoparts Tbk. 236,167,000 7,821 取引関係の維持・強化のため

Ton Yi Industrial Corp. 88,549,987 7,432 取引関係の維持・強化のため

トヨタ紡織㈱ 4,367,100 6,568 取引関係の維持・強化のため

㈱小糸製作所 1,307,150 4,725 取引関係の維持・強化のため

ハウス食品㈱ 1,516,000 3,820 取引関係の維持・強化のため

スズキ㈱ 882,209 3,186 取引関係の維持・強化のため

KPX Chemical Co.,Ltd. 486,598 3,067 取引関係の維持・強化のため

Sheng Yu Steel Co.,Ltd. 36,734,988 3,019 取引関係の維持・強化のため

日野自動車㈱ 1,502,500 2,576 取引関係の維持・強化のため

ライオン㈱ 3,506,000 2,566 取引関係の維持・強化のため

㈱竹内製作所 471,140 2,563 取引関係の維持・強化のため

㈱デンソー 430,067 2,358 取引関係の維持・強化のため

三井製糖㈱ 5,000,000 2,110 取引関係の維持・強化のため

㈱日本触媒 1,116,000 1,967 取引関係の維持・強化のため

Tube Investments of India Limited 2,700,000 1,913 取引関係の維持・強化のため

明治ホールディングス㈱ 129,500 1,897 取引関係の維持・強化のため

ダイハツ工業㈱ 930,000 1,709 取引関係の維持・強化のため

㈱マキタ 262,603 1,638 取引関係の維持・強化のため

大豊工業㈱ 1,071,000 1,514 取引関係の維持・強化のため

丸一鋼管㈱ 512,279 1,457 取引関係の維持・強化のため

アイシン精機㈱ 322,130 1,404 取引関係の維持・強化のため

豊田合成㈱ 484,519 1,301 取引関係の維持・強化のため

昭和産業㈱ 2,787,000 1,287 取引関係の維持・強化のため

共和レザー㈱ 1,554,000 1,198 取引関係の維持・強化のため

東海旅客鉄道㈱ 50,000 1,087 取引関係の維持・強化のため

キムラユニティー㈱ 1,000,000 1,020 取引関係の維持・強化のため

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー

ルディングス㈱
300,456 1,012 取引関係の維持・強化のため

 

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び

    に当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

     該当銘柄はありません。
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⑦ 取締役の定数及び取締役の選任の決議要件

イ．取締役の定数

  当社の取締役は、25名以内とする旨を定款に定めております。

 

ロ．取締役の選任の決議要件

 当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、当社の取締役の選任決議は、

累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及び理由

イ．取締役及び監査役の責任免除

 当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会

社法第426条第１項の規定により、取締役及び監査役（取締役及び監査役であった者を含む）の同法第423条

第１項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に

定めております。

 

ロ．剰余金の配当等

 当社は、将来の機動的な利益還元にも対応できるようにするため、法令に別段の定めのある場合を除き、

取締役会の決議によって、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に掲げる事項を定めることができる旨

を定款に定めております。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別

決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

  至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

  至 平成27年３月31日)

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 276 51 277 29

連結子会社 138 3 202 1

計 414 54 479 31

 

②【その他重要な報酬の内容】

特記すべき事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

  前連結会計年度 (自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

  当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）に

 関するアドバイザリー業務等を委託しております。

  当連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

  当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）に

 関するアドバイザリー業務等を委託しております。

 

④【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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